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北上市内水浸水想定区域図作成業務公募型プロポーザル実施要領 

 

第１ 目的 

   近年、集中豪雨の増加や都市化の進展等に伴い、短時間に大量の雨水が流出し、 

  内水氾濫の被害が増大している。そのため、当市ではこの浸水被害の最小化を図

るため、気候変動を踏まえた浸水対策に係る「雨水管理総合計画」を策定するこ

ととした。本業務では、この「雨水管理総合計画」に包含される「雨水管理方針」

を策定するため、既設水路測量調査や水位計測調査、シミュレーション等を実施

し、「雨水管理方針」の基礎資料となる内水浸水想定区域図を作成することを目

的としたものである。 

 

第２ 委託する業務内容 

 (1) 業務名 

   北上市内水浸水想定区域図作成業務委託 

 (2) 業務の内容 

   別紙業務委託仕様書のとおり 

 (3) 成果品 

   別紙業務委託仕様書のとおり 

 (4) 業務に係る予算限度額（業務委託契約上限額） 

    ２９，６４５千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 (5) 履行期間 

    契約の日から2 6 1日間 

 

第３ 当市の現状と課題、技術提案を求めるテーマ 

  北上市の雨水計画は、平成10年８月に策定された北上市公共下水道事業計画

（以降、計画という）に基づいている(全体計画面積 1,338ha、事業認可面積

1,338ha)｡ 

しかしながら、現在に至るまで、計画に基づいた整備はほとんど進んでおらず、

加えて、既存の排水路が受け持つ区域や排水断面の情報が記載された台帳も整備

されていない。特に大曲排水区においては、令和６年８月の豪雨において、時間

雨量が21.5㎜/h にとどまったのにもかかわらず、大曲排水路が満水となり、既

存排水路が計画時に想定された断面性能を満たしていないことが明らかとなった。 

さらに市街地に加え、計画区域外にも新たな住宅街が形成されており、計画策定

当時と現状の排水区域との整合が取れていない状況である。このような状況の中、

近年頻発する短時間豪雨によって、市内各所で排水路が溢水し、床上・床下浸水

といった被害が増加している。  
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本業務では、根幹となる雨水流出解析モデルの構築にあたり、以下のような技

術的課題に対する提案を求める。 

  ・平坦な地形に広がる水路網をどのように調査・評価するか｡ 

・浸水シミュレーションの再現性を高めるためにどのような検討をするか。 

これらの課題を踏まえ、本業務では、実効性のある雨水流出解析モデルの構築

方法について、具体的かつ実現可能な技術提案を求めるものである。 

 

第４ 応募要件 

   次の要件をすべて満たす法人（法人の種類は問わない。）とします。 

 (1) 北上市競争入札等参加資格者台帳に登録されていること｡ 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第1 6 7条の４第１項各号及び第

２項各号の規定に該当しないこと。会社更生法（平成14年法律第1 5 4号）又は

民事再生法（平成11年法律第2 2 5号）の規定に基づく更生又は再生手続きの

申立てがなされた者でないこと。 

 (3) 国税、地方税の滞納がないこと。 

 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団でないこと。また、役員が、同法第２条第６号

に規定する暴力団員でないこと。 

 (5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第

1 4 7号）に基づく処分の対象となっている団体及び構成員でないこと。 

 (6) 北上市営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を受けて

いないこと。 

(7) 国又は地方公共団体又は日本下水道事業団が発注する同種業務を過去10年間

以内に受注した実績があること。 

   ※同種業務：内水浸水シミュレーション業務、雨水管理総合計画策定業務 

(8)  測量法に基づく測量業者登録をしていること。 

   

第５ 参加申込み 

  参加申込みを行う法人は、次のとおり参加申込書類を提出してください。 

 (1) 申込期間 

   本プロポーザルの実施を公告した日から令和７年５月16日（金）まで 

    （最終日午後５時必着） 

 (2) 受付時間 

   午前８時30分から午後５時まで（土日祝日を除く） 

 (3) 提出する参加申込書類 

  ア プロポーザル参加申込書（様式１） 
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イ 誓約書（様式２） 

ウ 建設コンサルタント登録規定に基づく登録状況を証するもの 

  エ 会社の業務（第４応募要件(7)に定めた業務）の実績リスト（様式６） 

  オ 令和元年度から令和５年度末までに完了した業務のうち、日本下水道事 

業団における優良設計表彰の実績（任意様式） 

  カ 会社概要（任意様式） 

  キ 測量業者登録証明書 

  ク 次に示す予定管理技術者の経歴等（任意様式） 

1) 資格 

2) 過去10年間における同種業務（内水浸水シミュレーション業務、雨水

管理総合計画策定業務）の経験実績 

3)  当市における過去10年間の業務の実績（日本下水道事業団発注業務も

含む） 

4)  令和元年度から令和５年度末までに完了した業務のうち、日本下水道

事業団 (東日本、西日本) 本部長表彰おける技術者表彰の実績 

(4) 提出部数 

   １部 

 (5) 提出方法 

   郵送又は持参 

（6） 書類審査 

参加申込者が５者以上あった場合は、企画提案の審査前に書類審査を実施

し、４者以下が第８の企画提案の審査を受けることとします。 

書類審査の評価項目及び配点は、下表のとおりとします。 

評価値 区分 評価項目 評価の視点 配点 

技術評価 

(100点) 

企業の評

価 

(35点) 

 

 

 

１．資格・実

績等 

１．下水道部門のコンサルタント登録をし 

ているか。 

２．平成27年度から令和６年度末までに完 

了した同種業務（内水浸水シミュレーショ  

ン業務、雨水管理総合計画策定業務）の実 

績があるか。 

25 

２．成績・表

彰 

令和元年度から令和５年度末までに完了し

た建設コンサルタント委託業務において、

日本下水道事業団の優良設計表彰の実績が

あるか。 

10 

 

 

３．事故及び

不誠実な行為 

過去５年以内に、指名停止処分を受けた場

合、評価を減ずる。 

０～ 

-５ 

予定管理

技術者の

１.資格・実績

等 

１．管理技術者について、業務に関連した 

資格を有しているか 

45 
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評価 

(65点) 

２．管理技術者について過去10年間で、同 

種の業務(内水浸水シミュレーション業

務、雨水管理総合計画策定業務)の経験

を有しているか。  

３．管理技術者について、過去10年間で、 

当市（日本下水道事業団発注業務を含

む）における業務の実績を有している

か。 

２.成績・表彰 管理技術者について、令和元年度から令和

５年度末までに完了した建設コンサルタン

ト委託業務において、日本下水道事業団東

日本及び西日本本部長表彰（技術者表彰）

の実績があるか。 

20 

 

 

※各審査員の評点の平均が50点に満たない場合は、失格となります。また、企画

提案審査の参加資格取得者内で最下位順位の法人と同点の法人が存在する場合、

その法人も企画提案の参加資格を得ることとします。 

 

第６ 企画提案 

企画提案審査の参加資格を得た法人は、次のとおり企画提案書類を提出してく 

ださい。書類の提出をもって提案者とみなします。 

 (1) 提出期限 

   令和７年５月30日（金）まで（最終日午後５時必着） 

 (2) 受付時間 

   午前８時30分から午後５時まで（土日祝日を除く） 

 (3) 提出する企画提案書類 

  ア 企画提案書（様式５） 

  イ 業務の実施体制調書（様式７） 

  ウ 契約希望金額を記した参考見積書（消費税又は地方消費税相当額を除く

金額を表示し、積算の内訳を含む。）（任意様式） 

 (4) 提出部数 

   原本１部、原本の写し10部（写しは(3)アからウの書類のみ） 

 (5) 提出方法 

   郵送又は持参 

 (6) その他 

  ア 企画提案にかかる一切の費用は提出者の負担とします。 

  イ 提出後の企画提案書の訂正、追加および再提出は認めません。 

  ウ 提出書類は返却いたしません。 

  エ 一法人につき１件の企画提案のみ受付いたします。 
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  オ 企画提案を辞退する場合は、辞退届（任意様式とし、代表者印を要する）

を提出してください。 

   

第７ 参加申込み、企画提案に係る質問の受付及び回答 

 (1) 質問の受付 

    参加申込み、企画提案に係る質問は、質問書（様式３）を期限までに提出し

てください。電話・来庁等口頭による質問は不可とします。 

  ア 提出期限 令和７年５月23日（金）午後５時まで 

  イ 提出場所 北上市都市整備部下水道課 

  ウ 電子メール又はＦＡＸ 

    電子メールアドレス：gesui@city.kitakami.iwate.jp 

    ＦＡＸ：0197-72-8349 

 (2) 質問書への回答期限及び方法 

   令和７年５月26日（月）午後５時までに、市ホームページに掲載します。 

 

第８ 企画提案の審査 

  企画提案書類を次のとおり評価し、提案者の中から契約予定者を決定します。 

(1) 企画提案審査の評価項目及び配点は、下表のとおりとします。 

評価値 区分 評価項目 評価の視点 配点 

技術評価 

(100点) 

配置予定

技術者の

評価 

(25点) 

１.資格・実績

等 

１.管理技術者・担当技術者について、業 

務に関連した資格を有しているか 

２．管理技術者・担当技術者について、い 

ずれかが、過去10年間で、同種の業務

(内水浸水シミュレーション業務、雨水

管理総合計画策定業務)の経験を有して

いるか。  

３.管理技術者・担当技術者について、い 

ずれかが、過去10年間で、当市（日本下

水道事業団発注業務も含む）における業

務の実績を有しているか。 

15 

２.成績・表彰 管理技術者・担当技術者について、令和元

年度から令和５年度末までに完了した建設

コンサルタント委託業務において、日本下

水道事業団東日本及び西日本本部長表彰

（技術者表彰）の実績があるか。 

10 

 

 

 

実施方針

の評価 

(15点) 

３.業務理解度 目的、条件、内容を理解しているか。 ５ 

４.実施手順  

 

工程管理が工程表や業務手順を示す実施フ

ローで示されており内容が適切か。 

10 
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技術提案

内容 

(60点） 

５.プレゼン能

力 

論理的な展開、聞き手の理解度を考慮した

プレゼンとなっているか。 

15 

６.既設水路調

査 

流出解析モデル構築に必要となる項目を適

切に把握しているか。 

５ 

 

７．基礎調査 基礎調査における調査項目を適切に把握し

ているか。 

５ 

８.シミュレー

ションデータ

の充実 

シミュレーションに必要なデータの充実が

図られているか。 

10 

９.独自の提案 独自の提案や追加の提案など、本業務の成

果を高める現実的な提案（第３の技術的課

題に対する提案）がなされているか。 

25 

※各審査員の評点の平均が50点に満たない場合は、失格となります。また、評点

の平均が同点となった場合は、参考見積額の安価な者から順位付け行います。 

 (2) プレゼンテーション 

  ア 日時 令和７年６月10日（火）午後（時間は出席者に別途通知します。） 

  イ 場所 北上市役所江釣子庁舎２階 視聴覚室（北上市上江釣子17-201-2） 

  ウ 内容 プレゼンテーション及び質疑応答等 

  ・出席者は最大３名までとします。 

   ・出席者には管理技術者及び担当予定者を含むものとし、プレゼンテーシ

ョンは管理技術者または担当予定者が行ってください。 

   ・プレゼンテーションの時間は、一提案者につき35分とします。 

・スクリーン、プロジェクター、電源及び延長コード以外に必要な機材は

提案者にて用意してください。 

   ・プレゼンテーションの内容は、企画提案書類の説明及び質疑応答とし、

企画提案書類の説明が25分以内、質疑応答が10分以内で行います。 

   ・応募者が１社の場合でも審査を実施し、審査会が定める基準に達してい

る場合は、契約候補者として選定します。 

 (3) 審査結果 

    企画提案の審査の結果、もっとも評点が高いものを契約候補者とします。す 

べての提案者に審査の結果を郵送で通知いたします。 

 

第９ 契約 

  市は、契約候補者として選定された事業者と業務委託契約を締結します。 

審査会後に契約候補者が第12失格事項に該当することが判明した場合は、次点 

者を契約候補者として選定し、業務委託契約を締結します。 

  なお、契約については、市と委託者との間で業務委託内容を協議のうえ契約



7 

 

事務を進めます。 

 

第10 著作権の取扱い 

  提出された企画提案書類の著作権はそれぞれ提案者に帰属するものとします。 

 

第11 公正なプロポーザルの実施の確保 

 (1) 目的に関わらず、本業務の企画提案の審査が終了する前に、本業務の企画

提案に関連して他の申込者へ提案内容を提示する、他の申込者と接触する等公

正なプロポーザルを阻害する行為を禁止します。 

 (2) 前号その他の理由により、公正なプロポーザルを執行することができない

と判断したときは、企画提案の審査を取りやめる場合があります。 

 

第12 失格事項 

   次のいずれかに該当した場合は、本プロポーザルの参加資格を失うものとしま

す。 

 (1) 第４の応募要件に該当しないことが明らかになったとき 

 (2) 第５(1)及び第６(1)の期限までに提出書類を提出しなかった場合 

 (3) 第８(2)に定めるプレゼンテーションに参加しなかった場合 

 (4) 第11(1)に該当した場合 

 (5) 提出書類、プレゼンテーションの内容その他について、虚偽・不正等があ

ることが明らかになったとき。 

 

第13 提出書類の提出先及び本件に関する問い合わせ先 

  北上市都市整備部下水道課 

  担当者 大沼、八重樫 

  〒024-8502 北上市上江釣子17地割2 0 1番地２ 

  電話番号 0197(72)8293   FAX番号  0197(72)8349 

  電子メール gesui@city.kitakami.iwate.jp 

 

第14 その他 

 (1) 本プロポーザルの実施公告は、市のホームページに本要領を公開すること

により行います。 

 (2) 本要領に使用する用語は、本業務の業務仕様書の例によります。 

(3) 参加者は、競争性を制限する目的でほかの参加者と参加意思及び提案内容に

ついて、いかなる相談を行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなけれ

ばなりません。 
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(4) 参加者は、契約候補者の選定前に、他の参加者に対して企画提案書等を意図

的に開示してはなりません。 

(5) 企画競争を公正に執行することができないと判断されるときは、企画競争の

執行を延期し、もしくはとりやめることがあります。 

(6) 本業務は企画提案者自らが行う業務の企画競争であり、企画提案者以外のも

のに主たる業務を再委託する内容を含んだ企画提案は認めません。 

(7) 企画提案に係る一切の費用は参加者の負担とします。 

(8) 提出後の企画提案書等の訂正、追加及び再提出は認めません。 

(9) 提出された書類等は返却しません。 

(10) 同一法人からの複数の提案は認めません。 

(11) 申込書類は、北上市情報公開条例の定めるところにより、公開されることが

あります。 

(12) 提出された企画提案書等は必要な範囲において複製を作成することがありま

す。 

(13) 企画提案書等の内容が特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法

令に基づいて保護される第三者の権利の対象になっている場合で、それを使用

した結果の責任は参加者が負うこととします。 

(14) 申込み後に辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出してください。 


